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制定 平成２７年２月２４日 総国政第３０号 

改正 平成２８年４月１１日 総情振第３６号 

改正 平成２８年１２月２０日 総情流第８６号 

改正 平成２９年２月１５日 総国政第１７号 

 

情報通信技術利活用事業費補助金（一般会計）交付要綱 

 

（通則） 

第１条 情報通信技術利活用事業費補助金（一般会計に計上されたものをいう。以下、「補助金」

という。）の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年

法律第１７９号）（以下、「法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施

行令（昭和３０年政令第２５５号）（以下、「令」という。）及び総務省所管補助金等交付規則

（平成１２年総理府・郵政省・自治省令第６号）に定めるほか、この要綱に定めるところによ

る。 

 

（交付の目的） 

第２条 この補助金の目的は、次に掲げる各号に定めるものとする。 

（１）情報通信技術（以下、「ＩＣＴ」という。）の一層の利活用により、農業、医療・健康、

観光、防災、雇用等各分野で地域が直面する課題解決に貢献し、各地域の産業や行政の効

率化及び生産性向上又は地方への人や仕事の流れの創出を通じて地域の活性化に資する

事業を実施し、地方創生に寄与すること。 

 （２）医療・健康等データの利活用の促進に向けた医療情報連携基盤の高度化支援により、健

康寿命増進、医療費適正化及び医療・健康等分野における新たな産業の創出へ寄与するこ

と。 

 

（補助事業の定義） 

第３条 この要綱において、第２条の目的の達成に資する事業（以下、「補助事業」という。）と

は、次に掲げる各号のいずれかの要件を満たすものをいう。  

（１）これまで全国２７箇所において実施してきたＩＣＴを活用した街づくりの成果事例又は

先進的な地域情報化の先進事例を活用し、これら成果事例において構築したシステムの

「横展開」や「自立的」「持続的」な推進体制の整備等を通じて、農業、医療、防災など

各分野で地域が直面する課題解決に貢献するとともに、地域の活性化に資するもの。 

（２）ＩＣＴの利活用を推進し、企業活動変革による地域の業務の効率化や、地域拠点の活用  

などを通じて、地域の産業の効率化や生産性向上に貢献するとともに、地域の活性化に資 

するもの。 

 （３）ＩＣＴの利活用により、サテライトオフィス又はテレワークセンターの拠点の整備等を

通じて、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を実現し、地方への人や仕事の流れの創

出やワーク・ライフ・バランスの向上に貢献するとともに、地域の活性化に資するもの。 

別添 
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 （４）ＩＣＴの利活用により、子育て・介護支援施設や病院等の施設にテレワーク設備を整備

を通じて、子育て世帯や高齢者・障害者等の社会参加を促すとともに、地域の活性化に資

するもの。 

 （５）医療機関と介護事業者間、広域の地域医療圏における情報連携を実現するクラウド型医

療情報連携基盤の整備等を通じて、地域包括ケアの充実や健康寿命の延伸等に貢献するも

の。 

 （６）ＩＣＴを活用したスマートシティ（都市や地域の機能やサービスを効率化・高度化し、

生活の利便性や快適性を向上させるとともに、人々が安心・安全に暮らせる都市）型の街

づくりを通じて、地域が抱える様々な課題の解決に貢献するとともに、地域活性化に資す

るもの。 

（７）ＩＣＴを活用した地域における先進事例や成果事例において構築したシステムの「横展

開」を通じて、農業、医療・健康、観光、防災など各分野で地域が直面する課題解決に貢

献するとともに、地域の活性化に資するもの。 

 

 

（交付申請者） 

第４条 第１条の規定により、補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに

該当する者とする。ただし、補助事業の実施に当たり、これらに該当しない者の協力を受ける

ことを妨げない。 

（１）都道府県 

（２）市町村（一部事務組合又は広域連合を含む） 

（３）法人格を有する組織 

ア 会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく株式会社及び持分会社 

イ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）に基 

づく特例有限会社 

ウ 組合等 

 ① 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合、事業 

協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合 

 ② 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合、 

商工組合及び商工組合連合 

 ③ 商工会議所法（昭和２８年法律第１４３号）に基づく商工会議所 

④ 商工会法（昭和３５年法律第８９号）に基づく商工会及び商工会連合会 

 ⑤ 商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）に基づく商店街振興組合及び商店 

街振興組合連合会 

 ⑥ 農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）に基づく農業協同組合、農業協同組 

合連合会、農事組合法人及び農業協同組合中央会 

 ⑦ 水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）に基づく水産業協同組合 

⑧ 森林組合法（昭和５３年法律第３６号）に基づく森林組合、生産森林組合及び森林

組合連合会 



3 
 

⑨ その他、総務大臣（以下「大臣」という。）が適当と認める組合 

   エ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）に基づくー

般社団法人及び一般財団法人 

   オ 法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第９号の２に定める一般社団法人及び一

般財団法人並びにその他の非営利法人（補助金に対して法人税が課されることとなる法

人を除く。）） 

   カ 公益法人認定法（平成１８年法律第４９号）に基づく公益社団法人及び公益財団法人 

   キ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）に基づく医療法人 

   ク その他大臣が適当と認める法人 

２ 前条第３号に掲げる補助事業においては、前項の補助金の交付を受けることができる者は同

項第１号又は第２号に該当する者を１以上及び同項第３号に該当する者を１以上含む連携主

体の代表機関に限る。 

 

（交付の対象及び補助率） 

第５条 大臣は、第７条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下、「補助事業者」と

いう。）が補助事業を実施するために必要な経費のうち、次の各号に掲げる経費（以下、「補助

対象経費」という。）について予算の範囲内で補助金を交付する。 

 （１）直接経費（次に掲げる経費で事業に直接必要なものに限る。） 

   ア 物品費（設備備品費及び消耗品費） 

   イ 人件費・謝金 

   ウ 旅費 

   エ その他（外注費、印刷製本費、通信運搬費、光熱量費、会議費、その他諸経費） 

 （２）一般管理費 

直接経費の合計額に１０分の１を乗じて得た額を上限とする。 

 （３）事業費（間接補助事業者へ交付した補助金）（第３条第４号に該当する補助事業に限る。） 

２ 補助対象経費の区分及び補助率は、別表のとおりとする。 

３ 算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。 

 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付の申請をしようとする者は、大臣が指示する期日までに、補助金交付申請

書（様式１）及びその他大臣が必要と認める書類を提出しなければならない。 

２ 補助金の交付を申請しようとする者は、前項に規定する補助金の交付の申請を行う場合、当

該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及

び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費

に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下、「消費税等仕入控除税額」という。）に

相当する金額を減額しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該消費税

等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 
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（交付の決定） 

第７条 大臣は、前条第１項の規定による補助金交付申請書を審査した結果、補助金を交付すべ

きものと認めたときは、交付の決定を行い、交付決定通知書（様式２）を申請者に送付するも

のとする。 

２ 大臣は、前項の交付の決定を行う場合、前条第２項の規定により、補助金に係る消費税等仕

入控除税額に相当する金額を減額して補助金の申請がなされたものについては、当該消費税等

仕入控除税額に相当する金額を減額して交付の決定を行うものとする。 

３ 補助金の交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、前条第１項による補助金交

付申請書が到達してから３０日とする。 

４ 大臣は、第１項の決定に際して必要な条件を附すことができる。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 前条第１項の通知を受けた者は、交付決定の内容又はこれに附された条件に対して不服

があることにより、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知の日から起算し

て１５日以内に交付申請取下げ届出書（様式３）を大臣に提出しなければならない。 

 

（補助事業の変更） 

第９条 補助事業者が、補助事業の内容及び経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじ

め変更承認申請書（様式４）を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次

に掲げる補助事業の目的の変更を伴わない軽微な変更についてはこの限りでない。 

（１）補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、その変更が補助目的の達成をより効率的

にする場合 

（２）補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、補助対象経費の費目のうち直接経費の内

容相互間における増減であって、交付の決定の際における直接経費の総額の２０パーセン

ト以内で増減する場合 

２ 大臣は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件

を附すことができる。 

３ 大臣は、前項の規定により交付の決定の内容を変更し、又は条件を附した場合は、補助金交

付決定変更通知書（様式５）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１０条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、中止（廃止）承認申請

書（様式６）を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（事業遅延の届出） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合

又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに事業遅延届出書（様式７）を大

臣に提出し、その指示を受けなければならない。 
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（補助事業の管理） 

第１２条 大臣は、第２条の目的の達成するために必要な限度において、補助事業者に対して次

に掲げる措置を講じることができるものとする。 

（１）補助事業の実施状況、実施方法について、期限を定めて調査し、実施状況報告書    

（様式８）を提出させること 

（２）総務省の職員等を補助事業者の事業所等へ派遣し、補助事業の実施に立ち会わせること 

２ 大臣は、前項の措置を講じた結果、特に必要があると認めるときは、補助事業者に対して、

補助事業の実施に必要な指示を行うことができるものとする。ただし、当該指示が補助事業の

変更に係る場合は、第９条に規定するところによるものとする。 

３ 前２項の規定は、補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間は、な

お効力を有するものとする。 

 

（実績報告書） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が完了した場合（補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。）

は、補助事業の完了の日（補助事業の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。）から起算し

て１ヶ月を経過した日又は補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度の４月１０日のい

ずれか早い日までに、実績報告書（様式９の１）を大臣に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業が完了せずに国の会計年度が終了した場合は、補助金の交付の決定

に係る会計年度の翌年度の４月３０日までに、年度終了報告書（様式９の２）を大臣に提出し

なければならない。 

３ 第１項の場合において、実績報告書の提出期限について大臣の別段の承認を受けたときは、

その期限によることができる。 

４ 補助事業者は、第１項に規定する実績報告書を提出するにあたり、補助金に係る消費税等仕

入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する金額を減額して報告し

なければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１４条 大臣は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、その内容の審査及び必

要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内

容（第９条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容）及びこれに附した条件に適

合すると認めたときは、補助金の交付決定額（変更されたときは、変更後の額とする。）と補

助事業の実施に要した経費のうち補助金交付の対象となる経費の額とのいずれか低い額を、交

付すべき補助金の額として確定し、補助事業者に確定通知書（様式１０）をもって通知するも

のとする。 

２ 前項において確定をしようとする補助金の額に、１，０００円未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てるものとする。 

３ 大臣は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える

補助金が交付されているときは、その越える部分の補助金の返還を命ずるものとする。 

４ 前項の返還期限は、当該命令のなされた日から起算して２０日以内とし、期限内に納付がな
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い場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９５パーセント

の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１５条 補助事業者は、補助金の交付の申請時及び実績報告書の提出時において、補助金に係

る消費税等仕入控除税額が明らかでないものであって、補助事業完了後に消費税及び地方消費

税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税等仕

入控除税額確定報告書（様式１１）を大臣に提出しなければならない。 

２ 大臣は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する金額の全部又

は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 前条第４項の規定は、前項の返還を命ずる場合において準用する。 

 

（補助金の支払） 

第１６条 補助金は、第１４条第１項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払う

ものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付の決定の後に概算払い

をすることができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金精算（概算）

払請求書（様式１２）を大臣に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消等） 

第１７条 大臣は、第１０条の規定による補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は

次の各号に該当する場合には、第６条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更

することができる。 

（１）補助事業者が、法令、本要綱又はこれらに基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場

合 

（２）補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

（３）補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をした場合 

（４）交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がな

くなった場合 

２ 大臣は、前項の規定により取消しをした場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命

ずるものとする。 

３ 大臣は、前項の返還を命ずる場合は、第１項第４号に規定する場合を除き、その命令に係る

補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利１０．９５パーセントの割合で計算

した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第１４条第４項の規定は、第２項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付を命ずる場

合において準用する。 

 

（知的財産権の報告） 

第１８条 補助事業者は、補助事業の実施を通じて特許権等の知的財産権を得た場合は、速やか
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に知的財産権報告書（様式１３）を大臣に提出しなければならない。 

 

（財産の管理等） 

第１９条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下、「取得財産

等」という。）については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理

し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳（様式１４）を備え管理しなけれ

ばならない。なお、第１３条第１項に定める実績報告書の提出に当たっては、当該資料を添付

することとする。 

３ 大臣は、補助事業者が取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれ

るときは、その収入の全部又は一部に相当する金額を国に納付させることができる。 

 

（財産処分の制限） 

第２０条 取得財産等のうち、令第１３条第４号及び第５号に規定する処分を制限する財産は、

取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円以上のものとする。 

２ 法第２２条に定める財産の処分を制限する期間は、大臣が別に定める期間とする。 

３ 補助事業者は、前項により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分

しようとするときは、財産処分承認申請書（様式１５）を大臣に提出し、あらかじめその承認

を受けなければならない。 

４ 前条第３項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。 

 

（取得財産等の処分に関する承認の特例） 

第２１条 第１９条及び第２０条の規定による取得財産等の処分に関する大臣の承認については、

大臣が別に定める基準に該当する場合は、届出書（様式第１５）の提出をもって国に納付する

旨の条件を付さずに大臣の承認があったものとして取り扱う。ただし、当該届出書に記載事項

の不備等必要な条件が具備されていない場合は、この限りでない。 

 

（補助事業の経理） 

第２２条 補助事業者は、補助事業の経理について、補助事業以外の経理と明確に区分し、その

収支の状況を帳簿によって明らかにしておくとともに、当該帳簿及び収支に関する証拠書類を

補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

 

（間接補助金交付の際付す条件） 

第２３条 補助事業者は、間接補助事業者に補助金を交付するときは、第７条、第９条から第２

２条に準ずる条件並びに次の条件を付さなければならない。 

（１）間接補助事業者が、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円以

上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担

保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ補助事業者の承認を受けなければな

らないこと（大臣が別に定める期間を経過した場合を除く。）。 
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（２）間接補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その

収入の全部又は一部を補助事業者に納付させることがあること。 

（３）間接補助事業者によって相当の収益が生じたと認めたときは、間接補助事業者に対して

交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずるものとする。 

（４）間接補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注

意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなけれ

ばならないこと。 

２ 補助事業者は、前項により付した条件に基づき承認又は指示をする場合は、あらかじめ承認

申請書（様式第１５）を大臣に提出し、大臣の承認又は指示を受けなければならない。 

３ 補助事業者は、第１項２号及び３号により間接補助事業者から補助事業者に財産処分等によ

る納付があったときは、当該補助金に相当する額の全部又は一部を国に納付しなければならな

い。 

 

（報告の公表） 

第２４条 大臣は、第１２条、第１３条第１項の報告の全部又は一部を公表することができる。 

 

（運用状況報告及び収益納付） 

第２５条 補助事業者は、補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して５年以内

の間、毎会計年度終了後３０日以内に補助事業により整備した設備等の運用状況について、運

用状況及び収益状況報告書（様式１６）を大臣に提出しなければならない。（第３条第４号に

該当する補助事業は除く。） 

２ 補助事業者は、運用状況に係る会計経理を明らかにし、当該会計経理に係る帳簿及び伝票類

を、当該報告に係る会計年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。（第３条

第４号に該当する補助事業は除く。） 

３ 大臣は、第１項の報告により、補助事業者に相当の収益が生じたと認められるときは、補助

事業者に対し、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を国に納付させることができる

ものとする。ただし、補助事業者の直近３年間の決算のうちいずれかが赤字であった場合又は

相当程度の雇用創出等の効果によって公益への貢献が認められると大臣が特に認めた場合は

この限りではない。（第３条第４号に該当する補助事業は除く。） 

４ 前項の規定により納付を命ずることができる額は補助金の額を限度とする。 

５ 第３項の規定により、納付を命ずることができる額の納付期限は、当該命令の通知の日から

起算して２０日以内とする。（第３条第４号に該当する補助事業は除く。） 

６ 収益納付すべき期間は補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して５年以

内とする。（第３条第４号に該当する補助事業は除く。） 

 

（暴力団排除に関する誓約） 

第２６条 補助事業者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前

に確認しなければならない。また、第５条の規定による補助金交付申請書の提出を以て、これ

に同意したものと見なすものとする。 
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（その他） 

第２７条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は、大臣が別に定め

るものとする。 

 

 

 

附 則 

 この要綱は、平成２７年２月２４日から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１１日から適用する。 

 

附 則 
 １ この要綱は、平成２８年１２月２０日から適用する。 

 ２ この要綱の適用の際、現に補助金の交付又は交付の決定が行われている第３条第１号から

第３号までのいずれかの要件を満たす補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

 １ この要綱は、平成２９年３月１日から適用する。 

 ２ この要綱の適用の際、現に補助金の交付又は交付の決定が行われている第３条第１号から

第５号までのいずれかの要件を満たす補助事業については、なお従前の例による。 
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別表 補助対象経費の区分及び補助率（第５条関係） 

 

 

※ 小規模地方公共団体とは、都道府県、政令指定都市、中核市、特例市及びこれらが参画する特別

地方公共団体を除いた地方公共団体をいう 

  

補助対象経費の区分 
補助率 

 内容 

（１）直接経費 

 

ア 物品費 

イ 人件費・謝金 

ウ 旅費 

エ その他 

(ア) 第３条第１号及び第２号に該

当する補助事業 

① 小規模地方公共団体（※）に

あっては１／２以内又は定額

（上限３，０００万円） 

② 小規模地方公共団体以外に

あっては１／２以内 

(イ) 第３条第３号に該当する補助

事業 

   定額（上限３，０００万円） 

(ウ) 第３条第４号に該当する補助

事業 

   定額 

(エ) 第３条第５号に該当する補助

事業 

   定額（上限額は、事業規模に応

じて補助事業の実施要領にお

いて定めることとする） 

(オ) 第３条第６号に該当する補助

事業 

   １／２以内 

(カ) 第３条第７号に該当する補助

事業 

① 小規模地方公共団体（※）に

あっては１／２以内又は定額

（上限３，０００万円） 

② 小規模地方公共団体以外に

あっては１／２以内 

 

（２）一般管理費 

 

（１）の合計額の１０分

の１以内 

 

（３）事業費（第３条

第４号に該当する補

助事業に限る。） 

間接補助事業者に交付し

た補助金 
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別紙 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

当社（団体である場合は当団体）は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事

業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。    

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることになっ

ても、異議は一切申し立てません。 

 

記 

 

１ 事業対象者として不適当な者 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう｡）の役員等（個人である場合はその者、法人であ 

る場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その

他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下

同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ｡）であ

るとき 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用等しているとき 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は使宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

２ 事業対象者として不適当な行為をする者（第三者を利用して当該行為を行う場合を含 

む｡） 

（１）暴力的な要求行為を行う者 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

（５）その他前各号に準ずる行為を行う者 
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情報通信技術利活用事業費補助金交付要綱について【補足事項】 

 

１  財産の処分制限期間について 

（１）交付要綱第２３条の「大臣が別に定める期間」は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭

和４０年大蔵省令第１５号）において規定される耐用年数に相当する期間とする。 

（２）交付要綱第２０条の「大臣が別に定める期間」は、総務省所管補助金等交付規則に定めるところ

によるものとする。 

 

２ 財産処分について 

（１）交付要綱第１９条第３項の収入には、補助事業の実施により預金利息が生じた場合における利

息を含むものとする。ただし、交付要綱第１３条の報告の際に当該利息相当額を減額して報告した

場合は、この限りでない。 

（２）交付要綱第２１条で定める「大臣が別に定める基準」は、総務省所管一般会計補助金等に係る

財産処分承認基準（平成２０年４月３０日総官会第７９０号）に定める包括承認事項のほか、次のと

おりとする。 

① 以下の要件を満たす財産処分である場合 

ア  当該補助事業完了後１０年を超える期間を経過した設備の全部又は一部を公共用又は公用

に供する次の施設へ転用等するものであること。 

地域情報施設、研修施設、防災施設、試験研修施設、社会教育施設（公民館、図書館、博物

館等）、社会体育施設（体育館等）、文化施設（美術館等）、児童福祉施設（児童館等）老人福祉

施設、障害者福祉施設、特定非営利活動法人（ＮＰＯ）拠点施設、公害防止施設、医療施設、庁

舎 

イ  当該補助事業により設置した無線通信用施設及び設備が所在する都道府県、市町村及び都

道府県又は市町村の共同事業者への無償による転用等であること。 

② ①以外の場合であって、当該補助事業の本来の用途又は目的の遂行に支障がなく、かつテレワ

ーク推進に資すると認められる場合であり以下のいずれかに該当する場合 

ア  テレワーク利用者の通信量の増加等に応じるための設備を追加及びこれに伴う当該補助事

業により取得した財産を交換等する場合 

イ  新たな無線通信を行うための設備を追加及びこれに伴う当該補助事業により取得した財産を

交換等する場合 

 

 


